
さいたま市市民グループ耐震研修会アドバイザー派遣制度要領 
 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、さいたま市内にある住宅などの民間建築物の耐震改修促進のため、耐震診

断又は耐震改修実施の検討を行う団体（以下「市民グループ」という。）に対して、市が耐震診

断又は耐震改修に関する専門家（以下「耐震アドバイザー」という。）を派遣するために必要な

事項を定めるものとする。 
 （派遣の要件） 
第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、耐震診断又は耐震改修を推進す

るために必要があるときは、耐震アドバイザーを派遣することができる。 
 ⑴ 市民グループが耐震診断又は耐震改修に関する研修会又は講習会等（以下「研修会等」と

いう。）を開催するとき。 

 ⑵ 市長が必要と認めたとき。 
 （業務内容） 
第３条 前条の規定により派遣された耐震アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。 
 ⑴ 市民グループが行う耐震診断又は耐震改修に関する研修会等において、講演、指導又は助

言などを行うこと。 

 ⑵ 耐震改修促進のため、市長が認めた業務。 
 （派遣の申請） 
第４条 耐震アドバイザーの派遣を受けようとする市民グループは、耐震アドバイザー派遣申請

書（様式第１号）を、市長に提出しなければならない。 
 （派遣の決定） 
第５条 市長は、前条の申請があった場合は速やかに内容を審査し、派遣するか否かを決定する。

派遣を決定したときは、登録を受けた耐震アドバイザーの中から適した者を選定し、耐震アド

バイザー派遣決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 
２ 市長は、前項の規定により派遣の決定をしたときは、選定した耐震アドバイザーに対して、

耐震アドバイザー業務依頼書（様式第３号）により、第３条に規定する業務を行うことについ

て依頼するものとする。 
（派遣の取り消し） 

第６条 市長は、耐震アドバイザーの派遣の決定を受けた市民グループが、第 4 条の規定による

申請の内容と異なることを行おうとするとき、又は派遣の目的の達成が困難であると認めたと

きは、派遣を取り消し、又は中断することができる。 
（業務報告） 

第７条 派遣された耐震アドバイザーは、業務終了後、速やかに耐震アドバイザー派遣業務実績

報告書（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 
 （費用負担） 
第８条 市長は、予算の範囲内において耐震アドバイザーの派遣に要する費用を負担するものと

し、その額は、１人１回あたり２万５千円とする。 



２ 研修会等における会場費等の運営経費については、耐震アドバイザーの派遣を受けた市民グ

ループにおいて負担するものとする。 
 （登録資格） 
第９条 耐震アドバイザーの登録を申請できる者は、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第

２３条の規定により登録を受けた建築士事務所に属する実務経験１５年以上の一級建築士とす

る。 

 （登録手続き） 
第１０条 耐震アドバイザーの登録を受けようとする者は、耐震アドバイザー登録申請書（様式

５号）に市長が必要と認める書類を添えて、申請しなければならない。 
２ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し登録すると決定したときは、耐震ア

ドバイザー登録決定通知書（様式第６号）により当該申請者に通知するものとする。 
（登録期間） 

第１１条 登録の有効期間は登録した日から３年を経過した日以降最初の３月３１日までとする。 
（登録の更新） 

第１２条 耐震アドバイザーの登録を更新する場合、耐震アドバイザーの登録を受けた者（以下

「登録者」という。）は、有効期間満了の１ヶ月前までに耐震アドバイザー登録申請書（様式第

５号）を新たに市長に提出しなければならない。 
２ 第１０条第２項の決定は、前項の登録の更新について準用する。 

（登録の抹消） 
第１３条 市長は、登録者が業務を遂行することができないと認めたとき並びに不誠実な行為の

あったとき又は登録者から登録の抹消の申し出があったときは、登録を抹消することができる。 
（電子情報処理組織による申請等） 

第１４条 電子情報処理組織（市の機関の使用に係る電子計算機と申請又は届出を行う者の使用

に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を使用する方法によ

り耐震アドバイザー派遣申請書、耐震アドバイザー派遣業務実績報告書又は耐震アドバイザー

登録申請書を提出する場合については、さいたま市情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る条例（平成１８年さいたま市条例第６６号）及びさいたま市情報通信技術を活用した行政の

推進に関する条例施行規則（平成１８年さいたま市規則第１５４号）の例による。 
（委任） 

第１５条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 
附則 

 （施行期日） 
この要領は、平成２０年６月２日から施行する。 
 （施行期日） 
この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

（施行期日） 
この告示は、令和５年４月１日から施行する。 


